
事業仕分け作業の流れと仕分け区分

不
要
（

廃
止
）

国
・
府
実
施

(

要
改
善

)

市
実
施

①行政の役割終了(税金を投入すべきでない)
②サービス水準に違いがあってよい（あるべき）
③民間事業者等の方がより効果的・効率的に実施で
きる
④その他

①規模が全国的
②全国一律のサービスであるべき
③規模が府域的
④府下一律のサービスであるべき
⑤影響が広範囲
⑥その他

①実施する妥当性がない
②目標の達成手段として不適当
③効果がない（薄い）
④サービス受給者が自助努力・自己負担すべき
⑤他の事業と重複している
⑥その他

①事業内容の見直し
②事業規模の縮小
③自主財源確保の努力
④期限の設定
⑤事業の効率化
⑥執行体制の見直し
⑦その他

①民間事業者等に委ねる方が事業効果を高めやすい
②民間事業者等に委ねる方が費用を節約できる
③市民・市民活動団体とともに協働・連携して取り
組む方が事業効果を高めやすい（官民の役割、責任
の見直しを含む）
④外郭団体等の活用が適切かどうか
⑤その他

①現行どおり
②事業規模の拡大
③その他
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民間事業者等　：　民間企業、市民活動団体をいう。
市民活動団体　：　地域住民の組織、ボランティア団体、ＮＰＯその他の市民活動を行う団体をいう。

・事業撤退・制度廃止

・施設等の民間譲渡、民設民営化
・事業主体を民間に完全移行

　

・国・府主体の実施に移行、
　　国・府の責任・関与拡大

・行政が責任を担う業務における民間
委託、公設民営、PFI等アウトソーシン
グの拡大
・大阪市が関与する法人（外郭団体
等、地方独立行政法人）への事業移
管
・外郭団体等への委託を民間に切り
替え
・市民、民間との対等の関係による協
力・連携の取組、共同実施の拡大

・民間活用の拡大、市民等との協働化
以外で、効率的・効果的な実施に向
け、事業の内容、実施方法、実施体
制、経費等を見直し・改善

　

・現行どおり
・市民ニーズの増大等により事業規模
を拡大

対応手法等
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